
こ
れ
ま
で
の
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証
の
有
効
期
限
は
、
九
月
三
十

日
ま
で
と
な
っ
て
お
り
、
十
月
一
日

以
降
に
有
効
な
被
保
険
者
証
に
つ
い

て
は
郵
送
に
て
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
、
医
療
機
関
等
で
受
診

す
る
際
は
、
今
回
お
送
り
し
た
被
保

険
者
証
を
医
療
機
関
等
に
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。

な
お
、
有
効
期
限
の
切
れ
た
被
保
険

者
証
を
使
用
し
た
場
合
は
、
医
療
費

の
全
額
（
十
割
）
を
負
担
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
有
効
期
限
の
切
れ
た
被
保

険
者
証
は
、
公
的
証
書
で
あ
り
、
あ

な
た
の
氏
名
や
住
所
の
記
載
が
あ
り

ま
す
の
で
、
取
り
扱
い
に
十
分
に
留

意
さ
れ
、
十
月
末
ま
で
に
役
場
「
窓

口
」
へ
返
却
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

町
民
生
活
課
　
　
七
二
ー
六
九
三
三

上
水
道
を
利
用
し
て
い
る
受
水
槽

や
高
架
水
槽
の
設
置
者
は
、
法
令
等

受
水
槽
等
の
設
置
者
は
法
令
等

に
基
づ
く
管
理
が
必
要
で
す

八
月
に
実
施
し
た
小
野
町
の
水
道

水
の
水
質
検
査
結
果
は
別
表
二
の
と

お
り
で
す
。
検
査
結
果
は
、
全
て
水

質
基
準
内
の
数
値
と
な
っ
て
お
り
、

飲
用
水
と
し
て
十
分
な
安
全
性
を
確

保
し
て
お
り
ま
す
。

地
域
整
備
課
　
　
七
二
―
六
九
三
六

水
道
水
水
質
検
査
結
果
に
つ
い
て

の
定
め
に
基
づ

く
管
理
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
必
要

な
管
理
の
内
容

は
、
受
水
槽
や

高
架
水
槽
の
容

量
の
合
計
に
よ

り
、
別
表
一
の

と
お
り
で
す
。

な
お
、
不
明
な

点
な
ど
が
あ
り

ま
し
た
ら
地
域

整
備
課
ま
で
、

お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

 


